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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

　

回次
第37期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第38期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第37期

会計期間
自　平成20年4月１日 
至　平成20年6月30日

自　平成21月4月１日至
　平成21年6月30日

自　平成20年4月１日至
　平成21年3月31日

売上高 (千円) 4,412,291 4,186,507 17,658,122

経常利益 (千円) 170,314 16,657 217,784

四半期(当期)純利益
(△は損失)

(千円) 107,347 △41,071 90,685

純資産額 (千円) 6,622,226 6,338,229 6,474,017

総資産額 (千円) 9,566,161 10,594,22210,885,087

１株当たり純資産額 (円) 787.98 754.19 770.36

１株当たり四半期
(当期)純利益金額
(△は損失)

(円) 12.78 △4.89 10.80

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) - - -

自己資本比率 (％) 69.2 59.8 59.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 309,525 186,399 576,793

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △16,076 38,250 △1,452,507

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △185,018 △256,142 1,417,945

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,350,807 1,752,691 1,784,126

従業員数 (人) 423 445 438

(注)　１．売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。

２．第37期第１四半期連結累計（会計）期間及び第37期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

　　額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第38期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式

　　は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数(人) 445（1,072）

(注) １．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２．パートタイマー等の臨時従業員数は（　　　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。　

３．パートタイマー等の平均人員の計算は１日８時間、１ヶ月22日換算で期中の月平均人数により算出しており

ます。　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数(人) 424（1,034）

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２．パートタイマー等の臨時従業員数は（　　　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。　

３．パートタイマー等の平均人員の計算は１日８時間、１ヶ月22日換算で期中の月平均人数により算出しており

ます。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、料飲部門において生産を行っていないため生産実績にかえて収容実績を記載してお

ります。
　料飲部門の業態別収容実績

業態別 店舗数
客席数　　（千
席）

前年同期比
（％）

来店客数　（千
人）

前年同期比
（％）

酔虎伝 37 485 96.8 299 87.5

八剣伝 122 625 93.8 455 89.9

居心伝 46 260 96.3 229 89.2

その他業態 48 317 110.0 291 112.6

合計 253 1,688 97.8 1,276 93.0

(注) １．客席数は、各月末現在の各店舗客席数×営業日数として算出しております。
２．店舗数には業態変更を除く閉店15店舗（酔虎伝２店舗、八剣伝６店舗、居心伝４店舗、その他の業態３店舗）
が含まれております。

　

(2) 仕入実績

当第１四半期連結会計期間の仕入実績は次のとおりであります。
　事業部門別の仕入実績

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％)

料飲部門 　 　

　酔虎伝 207,552 85.8

　八剣伝 315,658 89.0

　居心伝 137,059 88.6

　その他業態 243,126 110.6

料飲部門小計 903,397 93.0

ＦＣ部門 　 　

　ロイヤリティ等 24,067 152.0

ＦＣ部門小計 24,067 152.0

商品部門 　 　

　食材等販売 475,730 94.5

　酒類等販売 134,317 92.2

商品部門小計 610,048 94.0

その他部門 72,935 375.5

合計 1,610,448 97.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

　(3) 受注状況

該当事項はありません。
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(4) 販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績は次のとおりであります。
　事業部門別の販売実績

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％)

料飲部門 　 　

　酔虎伝 753,803 86.3

　八剣伝 1,126,856 90.3

　居心伝 509,679 89.3

　その他業態 687,916 109.5

料飲部門小計 3,078,255 92.7

ＦＣ部門 　 　

　ロイヤリティ等 235,909 107.3

ＦＣ部門小計 235,909 107.3

商品部門 　 　

　食材等販売 541,211 95.3

　酒類等販売 172,822 96.3

商品部門小計 714,033 95.5

その他部門 158,308 126.7

合計 4,186,507 94.9

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業上のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

業態名 契約内容
契約期
間(年)

加盟料
(千円)

加盟保証金
(千円)

マニュアル
保証金(千
円)

ロイヤリ
ティ

契約　
件数

　
１．情報、知識、ノウハウ
の提供

　 　 　 　 　 　

酔虎伝
２．店名、商号・商標・
サービスマーク等の一定
地域における独占権

７ 1,000
店舗坪数×
30

100
売上高の一
定料率

１

　 ３．経営指導 　 　 　 　 　 　

八剣伝 同上 ５ 1,200800 50 同上 10

ごんまる 同上 ５ 800 800 － － １
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(１)業績の状況

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、昨秋以降の世界的な金融危機の混乱により依然

として企業収益は改善せず、設備投資は抑制され、雇用情勢も引き続き厳しい状況にありました。

外食産業におきましても、消費者の節約志向が高まる中、消費の低迷が続くと共に新型インフルエン

ザの発生の影響などもあり、経営環境は依然厳しい状況が続いております。

この様な状況の下、当社グループでは「選択と集中」を最大のテーマに、既存店の立て直しに注力し

業態の競争力を高めると共に、徹底したコスト削減による収益構造の改革に取り組んでおりましたが、

当第１四半期連結会計期間の売上高は 41億86百万円（対前年同期比5.1％の減）、営業利益は 29百万

円（対前年同期比82.6％の減）、経常利益は 16百万円（対前年同期比90.2％の減）、四半期純損失は

41百万円（前年同期は、１億７百万円の四半期純利益）となりました。

　

(２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は17億52

百万円となり、前連結会計年度末比31百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費1億32百万円、減損損失65百万円等により、1億86

百万円の収入（前年同期比1億23百万円の収入減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入57百万円等により、38百万円

の収入（前年同期は16百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億53百万円、配当金の支払額1

億1百万円等により、2億56百万円の支出（前年同期比71百万円の支出増）となりました。

　

(３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間に増加した主要な設備は、次のとおりです。

会社名 業態別 店舗数

帳簿価額
従業員数
(人)

建物及び構
築物　(千
円)

工具器具及
び備品(千
円)

土地　　(千
円)

その他　
(千円)

合計　　(千
円)

マルシェ㈱
酔虎伝
（大阪市阿倍野区他）

18 18,9129,719― ― 28,63136(153)

　
八剣伝
（愛知県北名古屋市他）

16 7,7281,390― ― 9,11812(51)

　
居心伝
（大阪市阿倍野区他）

9 3,1261,864― ― 4,9919(46)

　
その他業態
（東京都豊島区他）

8 5,3251,379― ― 6,70416(45)

(注) １．前連結会計年度末における料飲店舗の設備投資は概算計画となっているため、主要な設備の状況には、計画の
有無にかかわらず、当第１四半期連結会計期間において増加した全ての料飲店舗について記載しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は、建設仮勘定、差入保証金及び長期前払費用は含んでおりません。なお、上記金額
には、消費税等は含まれておりません。

３．従業員数は就業人員であり、パートタイマー等の臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均
人員を外数で記載しております。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

料飲部門の設備投資については、投資効率、立地における将来予測、利益計画の進捗状況等を総合的に

勘案して策定しておりますので、前連結会計年度末における計画の変更の有無にかかわらず、当第１四半

期連結会計期間末時点における当連結会計年度末までの業態別の概算計画を記載しております。なお、設

備投資額は自己資金及び借入金で賄う予定です。

会社名 事業所名 設備の内容

投資予定金額

総額(千円) 既支払額(千円)

マルシェ㈱ 料飲店舗 　 　 　

　 八剣伝 新店６店及び改修 235,200 6,164

　 居心伝 新店２店及び改修 88,000 1,204

　 その他 改修及び業態変更 276,800 14,726

計 － 　 600,000 22,094

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２．投資予定金額には、差入保証金及び長期前払費用を含んでおります。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

　　　普通株式 18,400,000

計 18,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,550,400 8,550,400
㈱東京証券取引所
㈱大阪証券取引所
各市場第一部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株であ
ります。

計 8,550,400 8,550,400― ―

(注)提出日現在の発行数には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成19年８月17日取締役会決議　第１回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②平成19年８月17日取締役会決議　第２回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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③平成19年８月17日取締役会決議　第３回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

④平成19年８月17日取締役会決議　第４回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑤平成19年８月17日取締役会決議　第５回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

⑥平成19年８月17日取締役会決議　第６回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑦平成19年８月17日取締役会決議　第７回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

⑧平成19年８月17日取締役会決議　第８回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑨平成19年８月17日取締役会決議　第９回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

⑩平成19年８月17日取締役会決議　第10回新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１～４ 81,234

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２～４ 1,231

新株予約権の行使期間　　　　　　　　　（注）７ 平成19年９月５日～平成23年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）　　　　　（注）５，６

発行価格　　1,231
資本組入額　　616

新株予約権の行使の条件　　　　　　　　（注）９ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締
役会の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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(注)　第１回乃至第10 回新株予約権に共通する事項

１．新株予約権の目的となる株式の数

　　本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」という。）は

10,000,000円（以下「出資金額」という。）を行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に

定義する。）で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が当社普通株式を交付

する数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）

を行使価額で除して得られる最大整数とする（１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調

整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた

金額を行使価額で除して得られる最大整数とする。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項ま

たは第４項に従い、行使価額が修正または調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更され

る。 

２．新株予約権の行使時の払込金額

(１)本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定め

る出資金額とする。なお、修正開始日(本欄第３項第(1)号に定義する。)後の包括行使請求(別記「新株予約権の

行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(3)号に定義する。)または個別行使請求(別記

「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(4)号に定義する。)に基づく本新

株予約権の行使に際して新株予約権１個につき出資される財産の価額もこれと同額とする。

(２)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式１株あたり

の価額(以下「行使価額」という。)は、当初1,231円とする。ただし、本欄第３項または第４項に従い、修正または

調整される。

３．行使価額の修正

(１)当社は、平成19年11月５日以降、平成22年９月３日までの間、当社取締役会が資金調達のために必要と認めた場合

には、修正開始日(行使価額修正の決定を行った日(以下「行使価額修正決議日」という。)の６銀行営業日後の

日をいい、以下「修正開始日」という。)以降、本新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価額が修正され

る旨を決定(以下「行使価額修正の決定」という。)することができ、この決定を行った場合には、当社は、行使価

額修正の決定が行われたことおよび修正開始日を、行使価額修正決議日に、新株予約権原簿に記載された各新株

予約権者に通知するものとする。

(２)行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日(当日を含む。)から修正開始日の翌月の第２金曜

日まで(当日を含む。)の期間においては、行使価額修正決議日の前銀行営業日まで(当日を含む。)の５連続取引

日(ただし、終値(気配表示含む。以下同じ。)のない日は除き、行使価額修正決議日の前銀行営業日が取引日でな

い場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「修正開始日

行使価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均

値の90%に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。)に、②修正開始日の翌

月の第２金曜日の翌日以後においては、毎月第２金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、決定日まで(当日

を含む。)の５連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日

までの５連続取引日とする。以下「修正後行使価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90%に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を切り捨てる。)に、それぞれ修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。なお、修

正開始日行使価額算定期間または修正後行使価額算定期間内に、本欄第４項第(2)号乃至第(4)号で定める行使

価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調

整される。

　　ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が513円(ただし、本欄第４項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。

以下、「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額が
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2,052円(ただし、本欄第４項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。以下「上限行使価額」という。)を上回る

場合には、修正後行使価額は上限行使価額とする。

(３)本項第(1)号および第(2)号により行使価額の修正を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨、修正前の

行使価額、修正後行使価額およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権

者に通知する。

４．行使価額の調整

(１)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変

更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

する。 

　
既発行普通株式数＋

交付普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額× 時価

　 既発行普通株式数＋交付普通株式数

 　  「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額

を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式

数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社

普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。なお、当社普通株式の株式分

割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普

通株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。

(２)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

　①　本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した

取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使による場合を除く。） 

　　　調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同

じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、

これを適用する。

　②　当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合

　　調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生

日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株

式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または本項第(3)号②に定める時

価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）。 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換または行使

され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日

以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日

の翌日以降これを適用する。
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　　上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなし

て行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

　④　当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

　　上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）に関して当該調整前に本号③または⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行

われた後の本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えると

きに限り、調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額

調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は

行わないものとする。

　⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤において「取得価額等」とい

う。）の下方修正等が行われ（本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除

く。）、当該下方修正等後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における本項

第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合。

　　(ⅰ)　当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の行

使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普

通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用

する。

　　(ⅱ)　当該取得請求権付株式等に関し、本号③または上記(ⅰ)による行使価額の調整が修正日前に行われている場

合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株

式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われな

かった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の

「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用す

る。なお、１か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得

価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降

これを適用する。

　⑥　本号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発

行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当

該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行

使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

　⑦　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき

には、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものと

する。 

　　この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権

者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付については別記

（注）１(2)の規定を準用する。 

株式数　＝　(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(３)①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準

日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日

の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を切り捨てる。 

③　「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通

株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整以前に、本項第(2)号乃

至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式

の株式数、および当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」に該当す

るものとみなされることとなる当社普通株式数を加えたものとする。 

④　本項第(2)号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合における調整後

の行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券または権利に類似する証券または権利についての規定を準

用して算出するものとする。 

(４)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。 

①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務

の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得

のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②　その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする

とき。 

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(５)本項第(1)号乃至第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにそ

の事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載さ

れた各新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行う

ことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

　　金100,300,000円

　　本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合および当社が本新株予約権を取得した場合には、上記金額は減

少する。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(１)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権１個の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、10,030,000円（本新株予約権１個の

発行価格と出資金額を合計した金額）を、当該行使請求の時点（包括行使請求の場合は別記「新株予約権の行

使期間」欄に定める権利行使最終期日）において有効な交付株式数で除した金額となり、本新株予約権複数個

の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に

10,030,000円（本新株予約権１個の発行価格と出資金額を合計した金額）を乗じた金額を、当該行使請求の時

点（包括行使請求の場合は別記「新株予約権の行使期間」欄に定める権利行使最終期日）において有効な交付

株式数で除した金額となる。 
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(２)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところ

に従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を

減じた額とする。

７．新株予約権の行使期間

(１)平成19年９月５日から平成23年９月２日までの期間（以下、当該期間の最終日を「権利行使最終期日」とい

う。）とする。ただし、平成23年９月２日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を権利行使最終期日と

する。

(２)本欄第１項に拘わらず、包括行使請求は、権利行使最終期日を行使する日として行うものとし、行使価額修正決議

日から修正開始日までの期間（以下「包括行使請求書提出期間」という。）において、包括行使にかかる行使請

求書を提出するものとする。個別行使請求を行う期間は、修正開始日から権利行使最終期日の前銀行営業日まで

の期間（以下「個別行使可能期間」という。）とする。

８．新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

(１)新株予約権の行使請求受付場所 

マルシェ株式会社　財経部 

大阪市阿倍野区阪南町２丁目20番14号

(２)新株予約権の行使請求取次場所 

該当事項なし

(３)新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

野村信託銀行株式会社　エージェント・サービス部 

東京都千代田区大手町２丁目２番２号

(４)新株予約権の行使請求および払込の方法 

①　行使価額修正の決定が行われない場合において行使請求を行うときは、新株予約権者は、平成22年９月３日

まで（当日を含む。）に、本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続を完了するものとする。 

②　行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額が適用される前の行使価額（以下「修正前行

使価額」という。）に基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、修正開始日の前銀行営業日まで（当日を

含む。）に本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続を完了するものとする。 

③　行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額に基づき行使請求を行うときは、新株予約権

者は、包括行使請求書提出期間内に行使請求書を提出することにより、各本新株予約権につき、別記「新株予約

権の行使の条件」欄第２項第(1)号に定める条件が成就した場合に効力を生じる行使請求として、出資金額を本

新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、権利行使最終期日において有効な交付株式

数を本新株予約権１個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求（以下「包括行

使請求」という。）の手続きを、本項第(5)号に従い、権利行使最終期日を行使日として行い、かつ出資金総額の

払込を行うものとする。 

④　本項第(3)号に従い出資金総額が払い込まれた本新株予約権については、新株予約権者は、当該本新株予約権

に係る包括行使請求の行使日を待たずに、個別行使可能期間内において、いつでも、個別行使請求（以下に定義

する。）を行うことができる。ここで「個別行使請求」とは、当該各本新株予約権について、出資金額を本新株予

約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、各個別行使請求の時点において有効な交付株式数

を本新株予約権１個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求とし、個別行使請

求の効力は、本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続が完了したときに生じるものとする。この場合、

効力を生じた個別行使請求に対応する本新株予約権に係る包括行使請求は、別記「新株予約権の行使の条件」
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欄第２項第(1)号に定める包括行使請求に付された条件の不成就の確定により効力が発生しないこととなる。 

⑤　本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、修正前行使価額に基づく行使請求（行使価額修

正の決定が行われない場合の行使請求を含む。）、包括行使請求および個別行使請求の各場合に応じて、当社が

定める様式による行使請求書（以下「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを本欄

第１項に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

⑥　本項第(5)号の行使請求書の提出に加えて、出資金総額を現金にて本欄第３項に定める払込取扱場所の当社

の指定する口座（以下「指定口座」という。）に払い込むものとする。 

⑦　各個別行使請求がなされることにより包括行使請求の一部もしくは全部の効力が発生しない場合を除き、本

項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

９．新株予約権の行使の条件

(１)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(２)①　包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権利行使最終期日の前銀行営業日までに、個別行

使請求がなされず、本欄第４項第(1)号に定めるいずれの事由も発生せず、別記「自己新株予約権の取得の事由

及び取得の条件」欄第１項、第２項または第４項に定めるいずれの取得も行われず、かつ本新株予約権が消滅し

ていない場合に効力を生じる旨の条件を付すものとする。 

②　包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権者の任意の選択によるものとし、新株予約権

者は、包括行使請求を行う場合、出資金額に包括行使請求に基づき権利行使を希望する本新株予約権の個数を乗

じた金額を、包括行使請求書提出期間内に、現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払

込取扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の指定口座に払い込むものとする。 

③　権利行使最終期日の前銀行営業日に本項第(1)号に定める包括行使請求に付された条件が成就した場合に

は、包括行使請求がなされた際に払い込まれた金銭は、権利行使最終期日において、当該包括行使請求の対象と

なる本新株予約権の出資金額に係る払込金として確定する。 

④　包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかかる行使請求書を提出しなかった場合には、新

株予約権者は、当該包括行使にかかる行使請求書を提出しなかった本新株予約権につき、以後包括行使請求その

他の一切の行使請求を行うことができないものとする。

(３)①　別記（注）１(1)に従い個別行使請求の効力が生じた場合には、当該個別行使請求に対応する個数の本新株予

約権に係る包括行使請求は効力が発生しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、当該効力が発生しない

ことが確定した包括行使請求に係る本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を速やかに返還するものとす

る。 

②　新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行使最終期日の前銀行営業日に至るまで、包括行

使請求に係る行使請求書が提出された本新株予約権の総数から当該個別行使請求が行われた本新株予約権の個

数を控除した残数の本新株予約権に限り、引き続き、個別行使請求を行うことができ、その後もまた同様とする。

(４)①　以下の(ⅰ)乃至（ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株予約権者は、残存する本新株予約権全部につ

き、以後その行使請求を行うことができないものとする。なお、以下の(ⅰ)乃至（ⅲ)のいずれかの事由が生じた

場合には、当社は速やかに新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。 

(ⅰ)　当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特

別清算開始もしくはこれらに準じる法的清算・再建手続の申立がなされた場合もしくは裁判所もしくは監督官

庁によりかかる手続開始の前提行為が行われた場合 

(ⅱ)　当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

(ⅲ)　当社の重要な財産が差し押さえられた場合 

②　本項第(1)号のいずれかの事由が生じた場合において、包括行使請求に基づく出資金額が払い込まれていた

ときは、包括行使請求は、当該事由発生時において残存する本新株予約権につき効力が発生しないことが確定
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し、当社は新株予約権者に対し、当該事由発生後遅滞なく、残存する本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金

額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うものとする。

10．自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(１)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後２か月を超えない日に定められるものとす

る。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部または一部を取得する。当社が

本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得する本新株予約権を決定するものとする。当社は、本新株

予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１個あたり30,000円

を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(２)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下「組織再編行為」とい

う。）につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、当該組織再編

行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対

して本新株予約権１個あたり30,000円を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した

本新株予約権を消却するものとする。

(３)当社は、当社が本新株予約権の発行後平成22年９月３日まで（当日を含む。）の間に行使価額修正の決定を行わ

ない場合、平成22年９月３日の翌銀行営業日に、無償にて残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得

した本新株予約権を消却するものとする。

(４)当社は、本新株予約権の発行後、５連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該５連続取引日の最終日の翌銀

行営業日に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予

約権１個あたり30,000円を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権

を消却するものとする。

(５)本欄第１項または第２項により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の２週

間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載された本新株予約権の新株予約権者（本新株予約権の一部を

取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予約権の新株予約権者）に通知する。

(６)本欄第１項、第２項または第４項により本新株予約権を取得する場合において、包括行使請求に基づく出資金額

が払い込まれていたときは、当社は新株予約権者に対し、当該取得事由発生後遅滞なく、取得される本新株予約

権の個数に出資金額を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うものとする。

11．新株予約権行使の効力発生時期等

(１)本新株予約権の行使請求の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第

４項第(5)号の行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場

所及び払込取扱場所」欄第４項第(6)号の出資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株予約権を行

使する日として当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日または本新

株予約権の行使に際して出資される出資金の指定口座への入金が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書

に記載された日の翌日以降である場合を除く。）に発生する。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、別記

「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(5)号の行使請求書が行使請求受

付場所に到達し、かつ別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(6)号

の出資金総額が指定口座に入金されることに加え、権利行使最終期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がな

されず、別記「新株予約権の行使の条件」欄第４項第(1)号に定めるいずれの事由も発生せず、別記「自己新株

予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第１項、第２項または第４項に定めるいずれの取得も行われず、かつ本

新株予約権が消滅していない場合に権利行使最終期日において生じるものとする。

(２)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。ただし、単元未満株式につい

ては株券を発行しない。
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12.単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

　　当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合

には、当社は必要な措置を講じる。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年４月１日　～  
平成21年６月30日

－ 8,550,400 － 1,510,530 － 1,619,390

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 （自己保有株式）
普通株式　　150,300

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　8,391,700 83,917 同上

単元未満株式 普通株式　    8,400 ― 同上

発行済株式総数 　　　　　8,550,400 ― ―

総株主の議決権 ― 83,917 ―

(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株（議決権14個）含まれ

ております。

② 【自己株式等】

　 　 平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）　　　マル
シェ株式会社

大阪市阿倍野区阪南町2－
20－14

150,300― 150,300 1.76

計 ― 150,300― 150,300 1.76

(注)　当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は150,400株であり、このほか、自己所有の単元未満株式が4

株あります。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 690 700 750

最低(円) 654 652 682

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及

び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,392,691 2,424,126

売掛金 526,765 492,052

商品及び製品 50,810 55,808

未成工事支出金 1,252 15,933

原材料及び貯蔵品 83,188 89,405

その他 454,140 438,888

貸倒引当金 △189 △210

流動資産合計 3,508,660 3,516,003

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,080,646 2,228,810

土地 1,681,047 1,695,291

その他（純額） 388,767 431,229

有形固定資産合計 ※１
 4,150,461

※１
 4,355,331

無形固定資産

のれん 26,525 29,994

その他 123,681 128,267

無形固定資産合計 150,207 158,261

投資その他の資産

投資有価証券 84,094 71,973

繰延税金資産 274,213 286,238

差入保証金 2,287,706 2,340,667

その他 230,532 245,298

貸倒引当金 △91,652 △88,687

投資その他の資産合計 2,784,894 2,855,490

固定資産合計 7,085,562 7,369,083

資産合計 10,594,222 10,885,087

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 865,064 823,435

短期借入金 250,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 584,820 592,470

未払金 704,362 709,175

未払法人税等 22,079 78,928

賞与引当金 54,500 132,000

その他 200,434 114,127

流動負債合計 2,681,261 2,700,136
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

固定負債

長期借入金 964,640 1,110,845

長期預り保証金 532,551 521,645

長期リース資産減損勘定 5,402 5,615

その他 72,138 72,827

固定負債合計 1,574,731 1,710,932

負債合計 4,255,993 4,411,069

純資産の部

株主資本

資本金 1,510,530 1,510,530

資本剰余金 1,619,390 1,619,390

利益剰余金 3,346,458 3,489,430

自己株式 △154,628 △154,612

株主資本合計 6,321,749 6,464,738

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,479 6,279

評価・換算差額等合計 13,479 6,279

新株予約権 3,000 3,000

純資産合計 6,338,229 6,474,017

負債純資産合計 10,594,222 10,885,087
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 4,412,291 4,186,507

売上原価 1,657,246 1,604,734

売上総利益 2,755,044 2,581,772

販売費及び一般管理費 ※１
 2,585,136

※１
 2,552,234

営業利益 169,908 29,538

営業外収益

受取利息 1,223 1,404

受取配当金 175 68

受取家賃 4,447 4,632

違約金収入 764 1,000

為替差益 126 57

その他 5,707 4,693

営業外収益合計 12,446 11,856

営業外費用

支払利息 783 5,750

賃貸借契約解約損 1,916 13,817

従業員弔慰金 6,000 －

貸倒引当金繰入額 － 4,279

その他 3,340 889

営業外費用合計 12,040 24,736

経常利益 170,314 16,657

特別利益

固定資産売却益 13,477 11,612

賞与引当金戻入額 － 23,223

貸倒引当金戻入額 1,920 －

特別利益合計 15,397 34,835

特別損失

固定資産除却損 3,602 15,098

固定資産売却損 － 4,911

減損損失 31,213 65,535

貸倒引当金繰入額 5,000 －

過年度損益修正損 3,564 4,941

特別損失合計 43,380 90,487

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

142,331 △38,993

法人税等 ※２
 34,983

※２
 2,077

四半期純利益又は四半期純損失（△） 107,347 △41,071
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

142,331 △38,993

減価償却費 127,355 132,655

のれん償却額 3,364 3,353

長期前払費用償却額 5,172 4,663

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,815 △77,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,919 2,944

受取利息及び受取配当金 △1,399 △1,472

支払利息 783 5,750

固定資産売却損益（△は益） △13,477 △6,700

減損損失 31,213 65,535

固定資産除却損 2,107 11,626

為替差損益（△は益） △126 △57

売上債権の増減額（△は増加） 36,321 △34,713

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,693 25,895

仕入債務の増減額（△は減少） △40,362 41,628

その他 82,184 99,546

小計 318,266 234,161

利息及び配当金の受取額 1,098 644

利息の支払額 △756 △5,660

法人税等の支払額 △9,082 △42,746

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,525 186,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の回収による収入 19,641 25,434

差入保証金の差入による支出 △9,747 △3,801

有形固定資産の売却による収入 50,466 57,837

有形固定資産の取得による支出 △70,929 △35,876

長期前払費用の取得による支出 △4,623 △3,016

貸付けによる支出 △6,270 △4,100

貸付金の回収による収入 3,015 1,082

その他 2,369 689

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,076 38,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △74,976 △153,855

配当金の支払額 △101,307 △101,671

少数株主への配当金の支払額 － △600

その他 △8,734 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,018 △256,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 126 57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,557 △31,434

現金及び現金同等物の期首残高 1,242,249 1,784,126

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,350,807

※
 1,752,691
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日　
　至　平成21年６月30日)

１．会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適

用していましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成19年12月27日　企業会計基準第15号）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企

業会計基準適用指針第18号）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期

連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日　
　至　平成21年６月30日)

１．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。

３．経過勘定項目の算定方法 　合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

４．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認め

られるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

５．連結会社相互間の債権債務及び取引

の相殺方法

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

　当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内

で当該差異の調整を行わないで債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときは、親会

社の金額に合わせる方法により相殺消去しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１．有形固定資産減価償却累計額　　6,620,559千円※１．有形固定資産減価償却累計額　6,657,899千円 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※１． 販売費及び一般管理費の主なもの 

　　　 給与手当                   　982,365千円 

       退職給付費用 　　　　　　　　26,038

       賞与引当金繰入額 　　　　　　63,500

       貸倒引当金繰入額 　　　　　　 2,948

 

※２．法人税等調整額は法人税等に含めて表示してお

ります。 

 

※１． 販売費及び一般管理費の主なもの 

       給与手当 　　　　　　　　1,012,796千円 

       退職給付費用 　　　　　　　 25,830 

       賞与引当金繰入額            54,500 

       貸倒引当金繰入額             　 31 

 

※２．　　　　　　　同左

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　(平成20年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,350,807千円

現金及び現金同等物 1,350,807　　　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　(平成21年６月30日現在)

現金及び預金勘定 2,392,691千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △640,000 

現金及び現金同等物
1,752,691 　　
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,550,400

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 150,404

　

　

３　新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的とな
る株式の種類

新株予約権の目的とな
る株式の数(千株)

当第１四半期
連結会計期間末残高

(千円)

提 出 会 社
（親会社）

平成19年新株予約権(注１)
(エクイティコミットメント
ライン契約)

普通株式 812 3,000

合計 － 812 3,000

(注)１．目的となる株式の株は、割当日（平成19年９月４日）の行使価額（1,231円）をもって算出しております。

      ２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月21日
定時株主総会

普通
株式

100,800 12平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

外食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の金額の合計額
に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

外食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の金額の合計額
に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が存在しないため、該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高が存在しないため、該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１.　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 754円19銭
　

　 　

１株当たり純資産額 770円36銭
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,338,229 6,474,017

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,000 3,000

　（うち新株予約権） 3,000 3,000

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額(千円) 6,335,229 6,471,017

１株当たりの純資産額の算定に用いられた四半期末
(期末)の普通株式の数(株)

8,399,996 8,400,020

　

２.　１株当たり四半期純利益金額（△は損失）

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 12円78銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
　

１株当たり四半期純利益金額（△は損失） △4円89銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純利益金額（△は損失）の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

四半期純利益（△は損失）(千円) 107,347 △41,071

普通株式に帰属しない金額(千円) - -

普通株式に係る四半期純利益（△は損失）(千円) 107,347 △41,071

期中平均株式数(株) 8,400,303 8,400,004

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
合ったものの概要

- -
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の取

引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っておりますが、当第１四半期連結会計

期間末におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載し

ておりません。

　

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月13日

マルシェ株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　米　沢　　顕　　　　 　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　伊與政　元治　 　　　　　印

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマル

シェ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マルシェ株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月13日

マルシェ株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　伊與政　元治　　 　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　米　沢　　顕         印

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマル

シェ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マルシェ株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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